
第２７回ＰＦＩ推進委員会における議論の概要 

 
○モデルプロジェクトについて 

・全員了解。 

・事業化した後、重大リスクが顕在化したものについて、中長期的にはきち

んと調査すべき。（Ｆ委員） 

・短期の項の「①ＰＦＩに至るプロセス」とあるが、ＰＦＩとならなかった

ものに関する検討も含めたタイトルを考えてほしい。(Ｃ委員)→「公共事

業の意思決定に関するプロセス」がいいのでは。（Ａ委員） 

・プロジェクトの目的としてＰＦＩのクオリティーを上げることも目的に加

えてはどうか。（Ｇ専門委員） 

・運営権は既存施設にも適用されるので、既存施設においてＰＦＩを行うメ

リットも研究してほしい。（Ｉ専門委員） 

・内閣府で行うことのみにとらわれず、関係省庁所管事項も含め、検討願い

たい。（Ｊ専門委員） 

 

○震災からの復興に関する各委員の発表について 

＜委員等からの発表＞ 

・復興対策本部事務局 

 復興対策本部の体制の概要について。 

 復興基本方針において、災害に強い地域づくり等の施策を盛り込むとと

もに、復興を支援する仕組みとして、民間の力による復興の促進等につ

いても盛り込んだ。 

 がれき撤去等の被災地の現況、国家公務員･ボランティア等の人的支援

及び今後の復興計画についても説明。 

・宮本委員長代理 

 復興･復旧事業についてＰＦＩ事業の適性があるかの判断基準を示すべ

き。 

 バンドリングにより事業規模を確保し、そのモデル事業を検討すべき。 

 ＰＦＩ事業形成の余力のない被災自治体の現状を踏まえ、支援組織を立

ち上げるべき。 

・根本委員 

 震災直後から、日々を記録するプロジェクトを行っている（震災後 1000

日）。 

 震災復興へのＰＰＰの活用について、県単位での市町村サポート体制の

整備や、自治体が民間企業と連携して設立するＳＰＣが運営権を活用し



て他自治体のインフラ復旧を行う方式等の提言を行った。 

・石田専門委員 

 バンドリングのため、英国でのＰＰＰのスキームを参考に、自治体が民

間企業と共同会社を設立し、官民が役割分担して開発するスキームにつ

いて提言。 

 中国の天津においての環境都市開発における実践例を紹介。 

 

＜意見交換＞ 

・宮本委員の発表の中で、バンドリングという話があったが、平時でも難し

いものは震災時ではもっと困難ではないか。（Ｃ委員）→同種の事業をまと

めて行い、発注は別々に行うという方法が考えられる。（宮本） 

・地元の企業が入れる仕組みを考えるべき（Ｃ委員） 

・東北という高齢化、人口減の地域においては、バンドリングによって、民

間の資金･発想が入るのではないか。（Ｋ専門委員） 

・応募要項などのフォーマットを統一していくことも大事ではないか。（Ｇ専

門委員） 

・人的リソースなど支援体制の充実が重要。英国の４ｐｓ等を参考に。（Ｈ専

門委員） 

・被災地用のＰＦＩの仕組み作りができるのではないか。（Ｅ専門委員） 

・リスク分担が曖昧だと、トラブルを恐れて民間の参入が進まなくなるので、

リスク分担について曖昧にしないようにして、事業が進むようにしてほし

い。（Ｌ専門委員） 

 

○最後に大臣より 

・昨年閣議決定された新成長戦略で、ＰＦＩの事業規模を２０２０年までに

１０兆円以上に拡大するとされており、野田総理もＰＦＩをもっと積極的

に活用したいと発言している。被災地において復旧・復興の度合いに差異

が出てきており、ＰＦＩを弾力的に活用願いたい。モデル事業のあり方に

ついては、政務三役の視察も含め、対応していきたい。リスク分担につい

てもいい提案で、事務方で調整していきたい。 

 

（以 上） 


